
 

衆
議
院
財
務
金
融
委
員
会
に
お
け
る
額
賀
財
務
大
臣
の
所
信
表
明 

 （
は
じ
め
に
） 

今
後
の
財
政
政
策
等
に
つ
い
て
は
、
先
般
の
財
政
演
説
に
お
い
て
所
信
を
申
し
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
が
、
本
委
員

会
に
お
い
て
重
ね
て
所
信
の
一
端
と
し
て
、
今
後
取
り
組
む
べ
き
課
題
等
に
つ
い
て
申
し
述
べ
ま
す
。 

 （
我
が
国
経
済
の
状
況
と
課
題
） 

我
が
国
経
済
は
、
バ
ブ
ル
経
済
崩
壊
後
の
長
い
低
迷
か
ら
脱
却
し
、
景
気
回
復
基
調
が
続
い
て
い
る
も
の
の
、
こ
の
と
こ

ろ
弱
さ
が
み
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
住
宅
ロ
ー
ン
問
題
を
背
景
と
す
る
米
国
経
済
の
下
振
れ
リ
ス
ク
や
原

油
価
格
の
高
騰
等
の
影
響
に
は
留
意
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
先
般
、
私
が
議
長
を
務
め
た
Ｇ
７
会
合
に
お
い
て
は
、
世

界
経
済
が
不
透
明
感
を
増
す
中
で
、
各
国
は
引
き
続
き
経
済
動
向
を
注
視
し
、
経
済
の
安
定
と
成
長
を
確
保
す
る
た
め
、
個

別
に
あ
る
い
は
共
同
し
て
、
適
切
な
行
動
を
と
っ
て
い
く
決
意
を
確
認
し
ま
し
た
。
政
府
と
し
て
は
、
今
後
と
も
、
日
本
銀

行
と
一
体
と
な
っ
た
取
組
を
行
う
と
と
も
に
、
平
成
十
九
年
度
補
正
予
算
の
早
期
執
行
に
努
め
る
な
ど
、
物
価
安
定
の
下
で

の
持
続
的
成
長
を
図
っ
て
ま
い
り
ま
す
。 

 
 

ま
た
、
よ
り
中
長
期
的
な
視
点
に
立
て
ば
、
少
子
高
齢
化
に
伴
う
人
口
減
少
、
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
競
争
、
公
債
残
高

の
増
大
等
、
我
が
国
経
済
を
取
巻
く
内
外
の
状
況
は
厳
し
さ
を
増
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
中
で
、
経
済
成
長
を
持
続
さ
せ
、

国
民
の
生
活
を
よ
り
豊
か
な
も
の
に
し
て
い
く
た
め
、
成
長
力
強
化
と
財
政
健
全
化
の
双
方
を
着
実
に
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。 



 

（
平
成
二
十
年
度
予
算
及
び
税
制
改
正
の
大
要
） 

平
成
二
十
年
度
予
算
編
成
に
当
た
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
財
政
健
全
化
の
努
力
を
緩
め
る
こ
と
な
く
、
社
会
保
障
や
公
共

事
業
な
ど
各
分
野
に
お
い
て
「
経
済
財
政
運
営
と
構
造
改
革
に
関
す
る
基
本
方
針
二
○
○
六
」
、
い
わ
ゆ
る
「
基
本
方
針
二

○
○
六
」
で
定
め
ら
れ
た
歳
出
改
革
を
、
そ
の
二
年
目
に
お
い
て
も
着
実
に
実
現
し
、
歳
出
改
革
路
線
を
堅
持
し
て
お
り
ま

す
。 ま

た
、
今
回
の
予
算
編
成
に
お
い
て
は
、
無
駄
の
排
除
の
た
め
徹
底
し
た
取
組
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
随
意
契
約
の
見
直

し
や
、
会
計
検
査
院
の
指
摘
事
項
の
反
映
を
徹
底
・
強
化
す
る
と
と
も
に
、
予
算
執
行
調
査
の
結
果
を
前
年
度
以
上
に
反
映

さ
せ
て
い
ま
す
。 

一
方
で
、
成
長
力
の
強
化
、
地
域
の
活
性
化
、
国
民
の
安
全
・
安
心
と
い
っ
た
課
題
に
十
分
に
配
慮
し
て
予
算
の
重
点
化

を
行
い
、
い
わ
ば
「
改
革
と
成
長
・
安
心
の
予
算
」
と
し
て
お
り
ま
す
。 

 

こ
の
結
果
、
一
般
歳
出
に
つ
い
て
は
四
十
七
兆
二
千
八
百
四
十
五
億
円
と
、
前
年
度
当
初
予
算
に
比
べ
三
千
六
十
一
億
円

の
増
と
な
り
、
前
年
度
当
初
予
算
に
比
べ
、
伸
び
を
抑
制
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
地
方
交
付
税
交
付
金
等
に
つ
い
て
、
前

年
度
当
初
予
算
と
比
べ
、
六
千
八
百
二
十
億
円
増
加
の
十
五
兆
六
千
百
三
十
六
億
円
と
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
ら
に
国
債
費

二
十
兆
千
六
百
三
十
二
億
円
を
合
わ
せ
た
一
般
会
計
総
額
は
、
前
年
度
当
初
予
算
と
比
べ
、
千
五
百
二
十
五
億
円
増
加
の
八

十
三
兆
六
百
十
三
億
円
と
し
て
お
り
ま
す
。 

一
方
、
歳
入
面
に
つ
い
て
は
、
租
税
等
の
収
入
は
前
年
度
当
初
予
算
と
比
べ
、
八
百
七
十
億
円
増
加
の
五
十
三
兆
五
千
五



 

百
四
十
億
円
を
見
込
み
、
そ
の
他
収
入
は
四
兆
千
五
百
九
十
三
億
円
を
見
込
ん
で
お
り
ま
す
。 

こ
の
よ
う
に
税
収
の
伸
び
が
小
幅
に
と
ど
ま
る
中
、
歳
出
・
歳
入
両
面
に
お
い
て
最
大
限
の
努
力
を
行
い
、
新
規
国
債
発

行
額
に
つ
い
て
は
、
二
十
五
兆
三
千
四
百
八
十
億
円
に
と
ど
め
て
四
年
連
続
の
減
額
を
実
現
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
資
産
・

債
務
改
革
、
特
別
会
計
改
革
等
を
踏
ま
え
、
財
政
投
融
資
特
別
会
計
の
準
備
金
の
う
ち
九
・
八
兆
円
を
国
債
の
償
還
に
充
て

る
こ
と
に
よ
り
、
国
債
残
高
を
圧
縮
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
取
組
に
よ
り
、
内
外
に
我
が
国
が
財
政
健
全
化
を
進
め
て
い
く

姿
勢
を
示
す
も
の
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

 

平
成
二
十
年
度
税
制
改
正
に
つ
い
て
は
、
現
下
の
経
済
・
財
政
状
況
等
を
踏
ま
え
、
持
続
的
な
経
済
社
会
の
活
性
化
を
実

現
す
る
等
の
観
点
か
ら
、
公
益
法
人
制
度
改
革
に
対
応
す
る
税
制
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
寄
附
税
制
の
見
直
し
を
行
う
ほ

か
、
法
人
関
係
税
制
、
中
小
企
業
関
係
税
制
、
金
融
・
証
券
税
制
、
土
地
・
住
宅
税
制
、
国
際
課
税
等
に
つ
い
て
所
要
の
措

置
を
講
じ
て
お
り
ま
す
。 

さ
ら
に
、
揮
発
油
税
、
地
方
道
路
税
及
び
自
動
車
重
量
税
の
税
率
の
特
例
措
置
の
適
用
期
限
を
延
長
す
る
な
ど
、
適
用
期

限
の
到
来
す
る
特
別
措
置
の
延
長
、
整
理
合
理
化
等
の
所
要
の
措
置
を
講
じ
て
お
り
ま
す
。 

 （
我
が
国
財
政
の
現
状
と
財
政
運
営
の
基
本
的
な
考
え
方
） 

次
に
、
我
が
国
財
政
の
現
状
と
財
政
運
営
の
基
本
的
な
考
え
方
に
つ
い
て
申
し
述
べ
ま
す
。 

財
政
健
全
化
は
、
安
定
し
た
経
済
成
長
と
と
も
に
、
経
済
財
政
運
営
の
車
の
両
輪
と
な
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 



 

平
成
二
十
年
度
予
算
に
お
い
て
は
、
「
基
本
方
針
二
○
○
六
」
等
で
定
め
ら
れ
た
歳
出
改
革
路
線
を
堅
持
し
、
各
分
野
に

お
い
て
歳
出
の
抑
制
を
図
っ
て
お
り
ま
す
が
、
一
般
会
計
予
算
の
歳
入
の
う
ち
約
三
割
に
あ
た
る
二
十
五
兆
円
余
り
を
公
債

発
行
で
賄
わ
ざ
る
を
得
ず
、
依
然
と
し
て
財
政
は
厳
し
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
国
・
地
方
を
合
わ
せ
た
長
期
債
務
残

高
は
、
平
成
二
十
年
度
末
に
は
七
百
七
十
八
兆
円
、
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
で
百
四
十
八
パ
ー
セ
ン
ト
に
な
る
と
見
込
ま
れ
、
主
要
先

進
国
の
中
で
最
悪
の
水
準
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

今
後
、
財
政
健
全
化
に
向
け
て
、
ま
ず
は
、
こ
れ
ま
で
累
次
に
わ
た
り
国
民
の
皆
様
に
お
示
し
し
て
き
た
目
標
で
あ
る
「
二

○
一
一
年
度
に
お
け
る
国
・
地
方
の
基
礎
的
財
政
収
支
の
黒
字
化
」
を
確
実
に
実
現
す
る
た
め
、
歳
出
・
歳
入
一
体
改
革
を

引
き
続
き
着
実
に
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
の
上
で
、
二
○
一
○
年
代
半
ば
に
向
け
、
債
務
残
高
の
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
率
を
安
定

的
に
引
き
下
げ
る
こ
と
を
目
指
し
ま
す
。
そ
の
た
め
、
引
き
続
き
「
基
本
方
針
二
○
○
六
」
等
に
沿
っ
て
各
分
野
の
歳
出
改

革
を
徹
底
し
て
ま
い
り
ま
す
。 

一
方
で
、
必
要
な
歳
出
ま
で
も
が
削
ら
れ
、
国
民
生
活
に
影
響
が
生
ず
る
事
態
は
避
け
る
必
要
が
あ
り
、
歳
出
改
革
だ
け

で
は
対
応
し
き
れ
な
い
社
会
保
障
や
少
子
化
な
ど
に
伴
う
負
担
増
に
つ
い
て
は
、
安
定
的
な
財
源
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
こ
の
た
め
、
累
次
の
政
府
の
方
針
や
先
般
の
与
党
税
制
改
正
大
綱
の
「
基
本
的
考
え
方
」
を
踏
ま
え
、
消
費
税
を

含
む
税
体
系
の
抜
本
的
な
改
革
に
つ
い
て
、
早
期
に
実
現
を
図
り
ま
す
。 

 （
提
出
法
律
案
の
概
要
） 

本
国
会
に
提
出
す
る
こ
と
を
検
討
中
の
法
案
を
含
め
、
御
審
議
を
お
願
い
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
財
務
省
関
係
の
法



 

律
案
は
、
平
成
二
十
年
度
予
算
に
関
連
す
る
も
の
五
件
、
そ
の
ほ
か
一
件
で
あ
り
ま
す
。
う
ち
五
件
に
つ
い
て
は
既
に
国
会

に
提
出
を
い
た
し
て
お
り
ま
す
。 

 

既
に
提
出
さ
れ
た
各
法
律
案
の
概
要
に
つ
い
て
、
以
下
御
説
明
い
た
し
ま
す
。 

第
一
に
、
「
平
成
二
十
年
度
に
お
け
る
公
債
の
発
行
の
特
例
に
関
す
る
法
律
案
」
で
ご
ざ
い
ま
す
。
同
法
案
は
、
平
成
二

十
年
度
に
お
い
て
、
当
初
予
算
の
歳
入
の
約
四
分
の
一
を
占
め
る
特
例
公
債
の
発
行
根
拠
を
定
め
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

第
二
に
、
先
ほ
ど
御
説
明
い
た
し
ま
し
た
平
成
二
十
年
度
税
制
改
正
に
お
け
る
諸
措
置
を
盛
り
込
ん
だ
「
所
得
税
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

第
三
に
、
国
際
競
争
力
の
強
化
の
た
め
の
通
関
手
続
の
特
例
措
置
の
拡
充
等
や
暫
定
税
率
等
の
適
用
期
限
の
延
長
等
を
内

容
と
す
る
「
関
税
定
率
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

第
四
に
、
輸
出
入
・
港
湾
に
関
連
す
る
業
務
を
電
算
シ
ス
テ
ム
で
一
体
的
に
処
理
で
き
る
よ
う
措
置
す
る
こ
と
、
及
び
独

立
行
政
法
人
通
関
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
を
特
殊
会
社
と
し
て
民
営
化
す
る
こ
と
等
を
内
容
と
す
る
「
電
子
情
報
処
理
組
織
に

よ
る
税
関
手
続
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

第
五
に
、
国
際
開
発
協
会
の
第
十
五
次
増
資
に
伴
い
、
我
が
国
が
追
加
出
資
を
行
い
得
る
よ
う
所
要
の
措
置
を
定
め
る
「
国

際
開
発
協
会
へ
の
加
盟
に
伴
う
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

ま
た
、
「
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
の
提
出
を
検
討
中
で
あ
り
ま
す
。 

 



 

先
般
の
両
院
議
長
の
あ
っ
せ
ん
に
お
い
て
は
、
「
総
予
算
及
び
歳
入
法
案
の
審
査
に
当
た
っ
て
は
、
公
聴
会
や
参
考
人
質

疑
を
含
む
徹
底
し
た
審
議
を
行
っ
た
う
え
で
、
年
度
内
に
一
定
の
結
論
を
得
る
も
の
と
す
る
。
」
と
の
合
意
が
な
さ
れ
た
も

の
と
承
知
し
て
お
り
ま
す
。
税
制
改
正
等
の
予
算
関
連
法
案
に
つ
い
て
は
、
国
民
の
安
全
・
安
心
を
確
保
し
、
地
域
を
活
性

化
さ
せ
、
成
長
力
を
強
化
す
る
施
策
が
年
度
当
初
か
ら
円
滑
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
今
年
度
内
に
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
是
非

と
も
必
要
で
あ
り
、
速
や
か
に
御
賛
同
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
、
委
員
各
位
の
御
理
解
と
御
協
力
を
切
に
お
願
い
申
し
上
げ
ま

す
。 

 （
む
す
び
） 

今
後
と
も
皆
様
の
お
力
添
え
を
得
て
、
政
策
運
営
に
最
善
を
尽
く
し
て
ま
い
る
所
存
で
す
。 

原
田
委
員
長
を
始
め
委
員
各
位
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
御
審
議
の
程
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 
 

 
 
 
 

 


